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米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

に
お
け

る
「

特
殊

教
育

」
記

述

一
教
育
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ

ョ
ン
の
視
点
か
ら
一

渡
部

　
昭

男
＊

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
The　

Sentences　
on　

Special　
Education

i
n
　
th
e
　
R
e
po
r
t
s
　
o
f
　
the　

first　
and　

se
cond　

United　
States　

Education　
Mission　

to　
Japan

　
　
　
～
from　

a　
V
iew

point
　

o
f　

Ed
uca

t
ion

a
1短

tegration　
for　

the　
Handicapped一

W
ATAN

A
BE　

Akio

　
戦

後
日
本

の
「

特
殊

教
育

」
は
，
臼
本
国
憲
法
及
び
教
育
基
本

法
の

下
，

具
体

的
に

は
19
47
（

昭
和
2
2）

年
3月

31日
に
公
布
さ

れ
た
学
校

教
育

法
（

よ
り

直
接

的
に

は
「

第
6章

　
特

殊
教

育
」

）

に
お

い
て

規
定

さ
れ

，
枠

付
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
戦
後
の
「
特

殊
教

育
」
制

度
に

対
し

て
は

，
今
日
，
障
害
児
の
教
育
的
イ
ン
テ

グ
レ

ー
シ

ョ
ン
の
観
点
か
ら
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
1）

。
そ

こ
で

改
め
て

，
公

布
後

す
で

に
半
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る

学
校

教
育

法
の

成
立

時
に

立
ち
帰
っ
て
，
戦
後
教
育
改
革
に
お
け

る
「
特
殊

教
育

」
法

制
の

意
義
お

よ
び

課
題

を
探

っ
て

み
た

い
。

　
本

稿
で
は

，
戦

後
教

育
改

革
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
第
一
次

お
よ

び
第

二
次

の
米

国
教

育
使

節
団
報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教

育
」

記
述
を
検
討
す
る
。

1．
第
一

次
米

国
教

育
使

節
団
報
告
書
に
お
け
る

　
　

　
「
特
殊
教
育
」
記

述

　
1
．
最
終
報
告
書
に
お
け
る

「
特
殊
教
育
」
記
述

　
1
94

6年
3
月

3
0日

に
提

出
さ

れ
，
連
合
国
軍
最
高
指
令
官
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
の
声
明
文
を
付
し
て
4
月
7
日
に
公
表
さ
れ
た
『
米
国

対
日
教
育
使
節
団
報
告
書
』
（
Rep

ort　
of
　

th
e　

Unit
ed　

Sta
tes

E
duc

ati
on　

M
iss

io
n　

to　
Ja

p
an：

以
下
，
第
一
次
米
国
教
育
使

節
団
報
告
書

）
は

，
「

第
3章

　
初

等
及

び
中

等
段

階
の

教
育

行
政

（
I
II
．
　
ADMINISTRATION　

OF　
EDUCATION　

AT

THE　
PRIMARY　

AN
D　

SECONDARY　
LEVELS）

」
の

「
必

要
な
調
整
」
（
Ne
ce
ssa

ry
　
A
dl

us
tm

en
ts

）
に
お
い
て
，
塒

殊
教

育
」
に

閤
連

し
た

記
述

を
行
っ
て
い
る
。
文
部
省
『
特
殊
教

育
百
年
史

』
は

，
「

こ
の

数
行

の
文

章
が

，
そ

の
後

の
学

校
教

育
法

の
就

学
義

務
，

盲
学

校
，

聾
学

校
，
養
護
学
校
，
特
殊
学
級
に
関

・
鳥
取
大

学
教

育
学

部
障

害
児
教

育
教

室

キ
ー
ワ
ー

ド
：
米
国
教
育
使
節
団

報
告

書
，

特
殊

教
育

，
統

合
，

分
離

す
る
諸
規
定
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い

る
と

み
る

べ
き

で
あ

ろ
う

」
2）

と
述

べ
て

，
歴

史
的

な
評

価
を

与
え

て
い
る
。

　
確
か
に
，
先
行
研
究
は
，
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に

「
特

殊
教

育
」

記
述

が
存

在
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

注
目

し
，

義

務
制

に
関

連
し

た
評

価
を

行
っ

て
き

た
3｝

。
し

か
し

，
そ

の
記

述
の

教
育
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
し
た
内
容
は
あ
ま
り
問
題

に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
は
，
一

体
ど
の
よ
う
な
「
特
殊
教
育
」
制
度
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
ま

ず
，

以
下

に
原

文
を

記
す

。

　
Atten白

on　
should　

be　
given，

　
at　

apPropriate　
levels，

　
to

physica茎
ly　

handicappe（
玉

and　
menta1至

y　
retarded　

chil－

dren．
　
Separate　

classes　
or　

schools　
shou▲

d　
be　

provided

for　
the　

blind　
an（

］
deaf　

and　
for　

other　
seriously　

hand－

icapPed　
children　

whose　
needs　

can　
not　

be　
met　

ade－

quately　
in　

the　
regular　

schools．
　

Attendance　
should　

be

govemed　
by　

乞
he　

re四
1ar　

compulsory　
attendance

laWS．
4）

　
わ
ず
か
3セ

ン
テ
ン
ス
を
．
ど
う
理
解
し
，
訳
出
す
れ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
特
殊
教
育
」
記
述
に
関
す
る
訳
文
（
1970年

代
）

を
幾

つ
か

検
討

し
て

み
よ

う
。

①
荒

川
勇

・
他

「
第

九
編

　
特

殊
教

育
」

『
日

本
近

代
教

育
百

年
史

6』
　
（
1974）

　
5｝

　
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
に
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
は
，
各

年
齢
層
に
応
じ
て
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
盲
，
聾
児

な
ら
び
に
そ
の
他
の
重
い
障
害
を
有
す
る
児
童
で
，
通
常
の
学
校

で
は
そ
の
者
の
も
つ
諸
要
求
が
適
正
妥
当
に
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
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渡
部
昭
男
：
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

者
に

つ
い

て
は

，
彼

等
の
た
め
に
分
離
さ
れ
た
学
級
，
ま
た
は

学

校
が

，
用

意
さ

れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
就
学
は
，
普
通

の

強
制

就
学

法
に

よ
っ

て
規

定
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

②
宮

原
誠

一
・

丸
木

正
臣

・
伊

ケ
崎

暁
生

・
藤

岡
貞

彦
『

資
料

　
日

本
現

代
教

育
史

1
』

（
19

74
）

6｝
お

よ
び

伊
ケ

崎
暁

生
・

吉
原

公
一

郎
編
・
解
説
『
戦
後
教
育
の
原
点
2　

米
国
教
育
使
節
団
報
告

書

他
2（

19
75）

7）
［

相
違

箇
所

は
括

弧
内

に
示

し
た

］

　
適

当
な

段
階

に
お

い
て
，
身
心
の
発
育
不
良
な
児
童
に
注
意

し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
目
の
見
え
ぬ
者
や
耳
の
聞
え
ぬ
者
の
た
め
に
，

ま
た

正
規

の
学

校
で
は
十
分
に
そ
の
必
要
を
満
し
得
ぬ
非
常
に
不

利
な

条
件

を
持

っ
（

っ
）
た
児
童
の
た
め
に
別
個
の
学
級
ま
た

は

学
校

を
設

け
な

く
て

は
な
ら
な
い
。
生
徒
の
就
学
は
，
正
規
の

義

務
教

育
令

に
よ

つ
（

っ
）

て
取

締
る

べ
き

で
あ

る
。

③
文

部
省

帯
殊

教
育
百

年
史

』
（

19
7
8）

2
）

　
身

体
障

害
や

精
神
薄
弱
の
児
童
に
対
し
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学

校
の

程
度

に
応

じ
て
注

意
を

払
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
盲

児
，

聾
児

及
び

そ
の

他
，

通
常
の
学
校
で
は
十
分
に
そ
の
必
要
を
満

た

さ
れ

な
い

重
い

障
害
を
有
す
る
児
童
に
対
し
て
は
，
特
別
の
学

級

又
は

学
校

が
用

意
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
就
学
に
つ
い

て
は

，
通

常
の

義
務
教
育
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。

④
村

井
実

夢
ア

メ
リ
カ

教
育

使
節

団
報

告
書

u（
1979）

8｝

　
肢

体
不

自
由

児
や
知
恵
遅
れ
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
は
，
そ
れ

ぞ
れ

適
切

な
段

階
で
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
盲

人

や
聾

唖
者

，
そ

の
他
身
体
的
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も

つ
子

供
に

は
，

正
規
の
学
校
で
は
彼
ら
の
要
求
に
充
分
に
応
じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
の
で
，
特
別
の
ク
ラ
ス
あ
る
い
は
特
別
の
学
校

が
用

意
さ

れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
就
学
は
，
正
規
の
義

務
教

育
令

に
よ

っ
て

取
り

扱
わ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

　
内

容
の

理
解

と
翻

訳
に
際
し
て
，
幾
つ
か
の
検
討
課
題
が
あ
ろ

う
。［
第
1セ

ン
テ
ン
ス
］

1）
　

「
chi玉

dren」
は
，
「
児
童
」
（
①
②
③
）
「
子
供
た
ち
」
（
④
）

と
訳

さ
れ

て
い

る
。
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
の
第
3
章

は
初
等
教
育
及
び
中

等
教
育
の
段
階
に
つ
い
て
論
じ
た
章
で
あ
る
。

従
っ
て
，
初
等
教
育
段
階
で
用
い
る
「
児
童
」
で
は
な
く
「
児
童
・

生
徒

」
も

し
く

は
「
子

ど
も

（
た

ち
）

」
，

な
い

し
単

に
「

児
」

の

方
が
適
切
で
あ
る
。

　
高

等
学

校
に

あ
た

る
「

upp
e
r　

s
eco

n
dar

y
　

s
chool」

の
段

階

を
も

含
め

た
記

述
で

あ
る

こ
と

に
，

留
意

す
べ

き
で

あ
る

。

2）
　
「
at　

appr◎
priate　

levels」
と
は
，
何
の
レ
ベ
ル
を
指
す

の
で

あ
ろ

う
か

。
「

各
年

齢
層

」
（

①
）

や
個

々
の

子
ど

も
の

ニ
ー

ズ
の
レ
ペ
ル
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
，
報
告
書
の
第

3章
の
タ
イ
ト
ル
（
ADMIMSTRAT夏

ON　
OF　

EDUCA－

TION　
AT　

TH£
PR測

ARY　
AND　

SECONDARY
LEVELS）

か
ら

，
「

初
等

及
び

中
等

教
育

学
校

（
前

期
一

1◎
wer，

及
び

後
期

一
upper）

の
段

階
に

応
じ

て
」

と
理

解
す

る
こ

と
が

窪

然
で

あ
ろ

う
。

ま
た

，
前

置
詞

と
し

て
「

on」
で

は
な

く
「

at」

が
使

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

も
，

こ
う

し
た

理
解

を
助

け
る

。

　
こ
こ
に
お
い
て
も
，
初
等
の
み
で
な
く
，
ま
た
義
務
教
育
の
前

期
中

等
段

階
ま

で
で

も
な

く
，

後
期

申
等

教
育

を
含

め
た

上
で

，

適
切

な
学

校
教

育
段

階
に

お
い

て
（

応
じ

て
）

，
「

attention」
が

払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
attention」

と
は

，
注

意
，

留
意

，
配

慮
な

ど
の

意
味

で
あ

る
。

3）
注
意
の
払
わ
れ
る
べ
き
は
，
身
体
障
害
児
及
び
ヂ
m鋤

tal茎
y

retarded　
children」

に
対

し
て

で
あ

る
。

「
mentally　

retarded

children」
の

適
切

な
日

本
語

訳
に

っ
い

て
は

，
現

在
も

論
争

中
で

あ
る

が
，

「
精

神
薄

弱
児

」
を

改
め

て
「

精
神

遅
滞

児
」

と
訳

さ
れ

る
こ

と
が

多
く

な
っ

て
い

る
。

「
handicaP」

に
関

し
て

も
，

今
日

で
は

「
impairment（

機
能

・
形

態
障

害
）

パ
d｛

sabi蹴
y（

能
力

不
全

）
」

と
区

別
し

て
，

「
社

会
的

不
利

」
と

訳
し

分
け

る
こ

と
も

あ
る

。
「

physically　
handicapped　

and　
lnentally　

retarded

childre恥
で

総
じ

て
「

心
身

障
害

児
」

を
表

し
て

い
た

と
み

て
よ

い
o［
第
2セ

ン
テ
ン
ス
］

1）
　

「
特

別
の

」
（

③
④

）
の

原
文

は
「

separate」
で

あ
る

。
な

ぜ
，
「
speciaLで

は
な
く
「
separateJが

使
用
さ
れ
た
の
か
。

「
regular」

と
は
異
な
る
「
別
個
の
」
（
②
）
学
級
・
学
校
と
い
う

分
離

的
な

ニ
ュ

ア
ン

ス
で

あ
る

。
直

訳
す

れ
ば

，
「

分
離

さ
れ

た
」

（
①
）
と
な
る
。

　
第
1セ

ン
テ
ン
ス
を
受
け
て
，
払
わ
れ
る
べ
き
「
atteぱ

io固

の
具

体
例

と
し

て
，

特
に

記
述

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

。

2）
　

「
別

個
の

学
級

ま
た

は
学

校
」

が
用

意
さ

れ
る

べ
き

対
象

児

は
，
第
1セ

ン
テ
ン
ス
の
「
心
身
障
害
児
」
一
般
よ
り
も
限
定
さ

れ
て
い
る
。
関
係
代
名
詞
Pwhose」

の
先
行
詞
が
盲
・
聾
児
を
も

併
せ

含
む

と
の

解
釈

（
①

④
）

も
あ

る
が

，
そ

の
際

に
は

ヂ
for　

the

blind，
　
deaf，

　
and　

other　
seriously　

han（
］
icapped　

children

whose…
」

と
な

る
の

が
自

然
で

あ
る

。
従

っ
て

，
文

の
構

成
か

ら

み
て
，
こ
の
場
合
の
関
係
代
名
詞
「
whoseJは

直
前
の
「
other

seriously　
handicapped　

childre斑
を

先
行

詞
と

す
る

制
限

用

法
と

な
る

。
す

な
わ

ち
，

「
盲

・
聾

児
と

，
通

常
の

学
校

で
は

そ
の

ニ
ー
ズ
が
十
分
に
は
満
た
せ
な
い
程
度
に
重
度
の
他
の
（
盲
・
聾

以
外

の
）

障
害

児
」

に
は

，
「

別
個

の
学

級
ま

た
は

学
校

」
が

用
意
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さ
れ
る
べ

き
で

あ
る

と
し

て
い

る
の

で
あ

る
。

　
「
se

ri
ou

sl
y」

で
表

さ
れ

る
程

度
や

範
囲

は
時

代
的

な
規

定
を

受
け

る
も
の

の
，

逆
に

言
え

ば
，
通
常
の
学
校
で
そ
の
ニ
ー
ズ
が

満
た
さ
れ

る
障

害
児

の
存

在
を
前

提
と

し
て

い
る

。

［
第
3
セ
ン
テ
ン
ス
］

1
）
　
「
a
t
ten

d
anc

e
」

と
は

，
ど

の
範

囲
の

就
学

の
こ

と
で

あ
ろ

う
か

。
心

身
障

害
児

全
般

の
就
学
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
，
セ
ン

テ
ン
ス
の
順

序
か

ら
は

，
「

別
個

の
学

級
ま

た
は

学
校

」
へ

の
就

学

の
こ
と
で

あ
る

。
学

級
や

学
校

は
「

s
epa

r
ate

」
で

あ
っ

た
と

し
て

も
，

そ
の

就
学

は
通

常
の

義
務

教
育
法
に
よ
っ
て
規
定
・
管
理
さ

れ
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上

を
整

理
す

る
と

，
今

日
的
に
は
，
以
下
の
よ
う
に
訳
出
す

る
こ

と
が

妥
当
な
よ
う
に
思
え
る
。

　
相

応
す
る

学
校

教
育

段
階

に
お
い
て
，
心
身
障
害
児
に
対
し
て

配
慮

が
払
わ

れ
ね

ば
な

ら
な

い
。
盲
児
，
聾
児
お
よ
び
通
常
の
学

校
で

は
そ
の

ニ
ー

ズ
が

十
分

に
満
た
せ
な
い
程
度
の
重
度
障
害
児

に
は
，
別

個
の

学
級

ま
た

は
学

校
が

用
意

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

そ
の

就
学
は

通
常

の
義

務
教

育
法
に
よ
っ
て
規
定
・
管
理
さ
れ
る

べ
き

で
あ

る
。

味
を

明
確

に
す

る
た

め
に

，
報

告
書

の
作

成
過

程
を

み
て

み
よ

う
。

　
作
成
過
程
に
関
し
て
は
，
ア
メ
リ
カ
側
の
対
日
占
領
資
料
の
公

開
が
進
む
中
で
，
薪
た
な
事
実
が
判
明
し
て
い
る
。
土
持
ゲ
ー
リ

ー
法
一
氏
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
，
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報

告
書
の
「
特
殊
教
育
∪
記
述
は
，
最
終
報
告
書
を
ま
と
め
る
約
1

週
間

前
の

3月
23日

に
提

出
さ

れ
た

「
米

国
教

育
使

節
団

第
三

委

員
会

報
告

書
一

初
等

学
校

お
よ

び
中

等
学

校
に

お
け

る
教

育
行

政
」

（
以

下
，

第
三

委
員

会
報

告
書

）
に

お
い

て
，

す
で

に
準

備
さ

れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
，
最
終
報
告
書
の

「
特

殊
教

育
」

記
述

と
は

微
妙

に
相

違
す

る
部

分
を

含
ん

だ
記

述

な
の

で
あ

る
。

　
第
三
委
員
会
報
告
書
の
「
特
殊
教
育
」
記
述
を
，
土
持
氏
の
訳

文
か

ら
引

用
し

よ
う

9）
。

　
普
通
の
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
に
お
い
て
心
身
障
害
児

の
た
め
の
課
程
や
特
定
の
（
お
よ
び
特
別
の
）
学
習
が
用
意
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
学
校
に
お
け
る
就
学
は
，
通
常
の

就
学
義
務
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
盲
・
聾
唖
者
（
盲
・
襲
児
）
に
対
す
る
特
殊
学
校
（
特
別
の

学
校

）
が

用
意

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

／
改

行
）

互
い

に
種

類
を
異
に
す
る
課
程
間
，
学
校
間
の
転
学
が
生
徒
に
あ
ま
り
損
失

や
不

都
合

な
し

に
お

こ
な

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
結

論
か
ら

言
え

ぼ
，

第
～

次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
は
，
障

害
児

の
教
育

的
イ

ン
テ

グ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
，
三
つ
の
重
要

な
意

味
を

有
し
て
い
た
。

　
第

一
は
，

法
レ

ベ
ル

で
の

障
害
児
教
育
の
統
合
（
イ
ン
テ
グ
ン

ー
シ

ョ
ン

）
で

あ
る

。
こ

の
点

に
お
い
て
，
報
告
書
の
結
論
は
明

快
で

あ
る

。

　
第
二
は
，

6
・

3・
3制

レ
ベ

ル
で

の
包

摂
で

あ
る

。
報

告
書

の
基
調
は
，
6
年
制
の
初
等
教

育
一
3年

制
の
前
期
中
等
教
育
一

3年
制
の
後

期
中

等
教

育
と

い
う

単
線

型
（

as
i
ngl

e
　

s
y
ste

m）

の
学

校
教

育
体

系
の

確
立

に
あ

っ
た
。
そ
し
て
，
各
段
階
に
応
じ

た
障
害
児
へ

の
「

att
e
nti

o
n」

を
想

定
し

て
い

た
。

た
だ

し
，

そ

れ
以

上
明

ら
か
で
は
な
い
。

　
第
三
は

，
形

態
レ

ペ
ル

で
の
分

離
で

あ
る

。
こ

の
点

に
お

い
て

，

誤
解
し
て

は
な

ら
な

い
の

は
，
「

全
て

を
分

離
せ

よ
」

と
し

て
い

る

わ
け

で
は

な
く

，
盲

・
聾

児
及
び
通
常
の
学
校
で
は
ニ
ー
ズ
の
満

た
せ
な
い

程
度

の
重

度
障

害
児
の

「
s
ep

ar
at

e3
を

予
定

し
て

い
る

こ
と

で
あ
る

。
た

だ
し

，
形

態
レ
ベ
ル
で
の
分
離
と
統
合
の
具
体

像
は
，
そ

れ
以

上
明

ら
か

で
は
な

い
。

2
．

第
三

委
員

会
報

告
書

に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

第
一

次
米

国
教

育
使

節
団

報
告
書
の
「
特
殊
教
育
」
記
述
の
意

　
さ

ら
に

筆
者

自
身

も
直

接
確

認
し

た
原

文
を

掲
げ

る
1の

（
筆

者
自

身
に
よ
る
訳
語
の
訂
正
は
，
上
記
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
後
の
括

弧
内

に
示

し
た

）
。

　
Courses　

and　
speclal　

work　
should　

be　
pr◎

vided　
m　

the

regular　
elementary，

　
middle　

an（
i　

higher　
schools　

f◎
r

physically　
and　

mentally　
handicapPed　

childτ
en．

　
Their

attendance　
at　

these　
schools　

should　
be　

governed　
by　

the

regu玉
ar　

compulsory　
attendance　

laws．
　

Specia］
schools

should　
be　

provided　
for　

the　
b畑

d　
and　

the　
deaf．

　
Provision　

shouid　
be　

made　
for　

easy　
transfer　

of

pupils　
from　

one　
course　

to　
another◎

r　
from　

one　
type◎

f

school　
to　

another　
with　

the　
minimum　

l◎
ss　

or　
incon・

venience　
to　

the　
pupi至

S．

　
最
終
報
告
書
と
第
三
委
員
会
報
告
書
と
の
相
違
は
，
以
下
の
4

点
で

あ
る

。

①
第

三
委

員
会

報
告

書
に

は
4っ

の
セ

ン
テ

ン
ス

が
あ

り
，

転

課
程

・
転

学
に

際
す

る
不

利
益

の
除

去
｝

こ
言

及
し

た
第

4セ
ン

テ

ン
ス
は
最
終
報
告
書
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
な
お
，
土
持
氏
の

訳
は

1段
落

と
な

っ
て

い
る

が
，

実
際

は
2段

落
に

分
か

れ
て

い
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渡
部
昭
男
：
米
国
教
育
使
節

団
報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

る
（
た
だ
し
，
内
容

的
に
接
続
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
た
）
。

②
　
第
1セ

ン
テ
ン
ス
に
お
い
て
，
第
三
委
員
会
報
告
書
は
，
明

瞭
に

通
常

の
学

校
で
の
心
身
障
害
児
へ
の
配
慮
（
心
身
障
害
児

の

た
め

の
課

程
お

よ
び

特
別
の
学
習
）
を
述
べ
て
い
る
。
最
終
報

告

書
の
第
1
セ
ン
テ
ン
ス
で
は
，
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
ぼ
や

か

さ
れ

て
い

る
。

③
第
三
i委

員
会
報
告
書
の
第
3
セ
ン
テ
ン
ス
で
は
，
盲
・
聾
児

に
特

別
の

学
校

が
設

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
最

終

報
告

書
の

第
2セ

ン
テ
ン
ス
で
は
，
「
sp
ec
ia
l（

特
別
の
）
」

が

「
sep

ar
ate

（
別
個
の
）
」
に
転
じ
た
と
と
も
に
，
学
校
に
加
え

て

別
個

の
学

級
が

追
加
さ
れ
，
し
か
も
対
象
児
が
盲
・
聾
児
以
外
の

重
度

の
障

害
児

に
も
広

げ
ら

れ
て

い
る

。

④
第
2
セ
ン
テ
ン
ス

と
第
3
セ
ン
テ
ン
ス
の
順
番
力
さ
入
れ
替
わ

っ
て

い
る

。

　
こ

れ
ら

の
4つ

の
相
違

点
は

，
極

め
て

重
要

で
あ

る
。

「
a
tt

en－

ti
o
均

の
主

な
例

と
し

て
形

態
レ

ベ
ル

で
の

分
離

を
述

べ
た

最
終

報

告
書
の
第
2
セ
ン
テ
ン
ス
は
，
第
三
委
員
会
報
告
書
で
は
就
学
義

務
規
定
を
述
べ
た
第

2
セ
ン
テ
ン
ス
に
続
く
第
3
セ
ン
テ
ン
ス
に

あ
た

る
。

従
っ

て
，
セ
ン
テ
ン
ス
の
順
番
か
ら
し
て
，
第
三
委
員

会
報

告
書

は
，

通
常

の
学

校
で

の
障

害
児

教
育

を
想

定
し

つ
つ

，

追
加

的
に

盲
・

聾
！

息
に

あ
っ

て
は

特
殊

学
校

が
設

け
ら

れ
る

べ
き

こ
と

を
述

べ
て

い
る

と
理
解
で
き
る
。
ま
た
，
第
4セ

ン
テ
ン
ス

が
な

く
な

っ
た

こ
と
で
，
第
三
委
員
会
報
告
書
は
流
動
的
か
つ
柔

軟
な

移
動

を
想

定
し

て
い
る
の
に
対
し
て
，
最
終
報
告
書
で
は
転

課
程

や
転

学
を

あ
ま

り
想

定
し

な
い

固
定

的
な

イ
メ

ー
ジ

が
強

い
。

さ
ら

に
，

義
務

教
育

法
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
就
学
も
，

第

三
委

員
会

報
告

書
で

は
す
べ
て
の
心
身
障
害
児
の
（
通
常
の
学
校

へ
の

）
就

学
の

こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
に
反
し
て
，
最
終

報
告

書
で

は
特

殊
学

級
及
び
特
殊
学
校
へ
の
就
学
と
と
れ
る
。
な

に
よ
り
も
，
「
s
pec

ia
l」

が
「
s
e
par

a
te」

に
置
き
換
え
ら
れ
た

こ

と
は
，
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。

　
第

三
委

員
会

報
告
書
が
，
形
態
レ
ベ
ル
に
お
け
る
可
能
な
範

囲

で
の

統
合

（
通

常
の
学
校
で
の
教
育
的
配
慮
）
を
も
想
定
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は

，
さ
ら
に
第
三
委
員
会
報
告
書
の
下
書
ぎ
1）

を

見
る
こ
と
で
理
解
で

き
る
。

　
Cours

es　
in　

r
egular　

schools　
and　

s◎
me　

special　
school

s

s
h
o
ul

d
　
b
e　

p
r
◎
vi

d
e
（

l　
t
o
　

fu
r
ni
s
h
　

pr
o
pe
r
　

e
〔

l
u
ca
t
i
on　

f
or　

a
l］

types　
of　

physical
　
ha

ndica
pPe

d　
chi

正
dr

en　
i
n
clu

d
ing

　
the

b
l
i
nd
，

　
t
h
e
　

h
a
r
d
　
of　

hearing　
and　

the　
deaf．

　
Pro

vision　
should

　
be

　
made

　
in

　
all　

sch
ools

　
for

　
eas

y

trans
fer　

of　
pupi］

s　
from　

one　
c◎

urse重
o　

another◎
r　

f
rom

One　
type　

Of　
sCh

Ool
　
tO　

a
not

her　
w
ith

　
the

　
min

i
mum

　
IOSS

or　
inconvenience　

to　
the　

pupils．

　
第

1セ
ン

テ
ン

ス
は

次
の

よ
う

に
訳

せ
る

（
な

お
，

第
2セ

ン

テ
ン
ス
は
「
in　

all　
scho◎

ls」
が
あ
る
こ
と
を
除
い
て
第
三
委
員

会
報

告
書

の
第

4セ
ン

テ
ン

ス
と

同
～

で
あ

る
）

。

　
盲
，
難
聴
，
聾
を
含
む
す
べ
て
の
タ
イ
プ
の
身
体
障
害
児
に
適

切
な
教
育
を
提
供
す
る
た
め
に
，
通
常
の
学
校
に
彼
ら
の
た
め
の

課
程
を
設
け
た
り
，
幾
つ
か
の
特
別
な
学
校
を
設
置
す
べ
き
で
あ

る
。

　
下

書
き

に
は

，
第

三
委

員
会

報
告

書
の

第
2セ

ン
テ

ン
ス

に
あ

た
る
記
述
は
な
い
。
そ
し
て
，
下
書
き
の
第
1セ

ン
テ
ン
ス
が
第

三
委

員
会

報
告

書
の

第
1セ

ン
テ

ン
ス

と
第

3セ
ン

テ
ン

ス
に

分

化
さ
れ
て
い
る
。
下
書
き
か
ら
第
三
委
員
会
報
告
書
へ
の
変
化
の

特
徴
は
，
①
通
常
の
学
校
で
配
慮
を
行
う
べ
き
対
象
が
身
体
障
害

児
だ
け
で
な
く
心
身
障
害
児
に
広
げ
ら
れ
た
こ
と
，
逆
に
，
②
特

別
な

学
校

の
設

置
は

あ
ら

ゆ
る

タ
イ

プ
の

身
体

障
害

児
か

ら
盲

・

聾
児

に
限

定
さ

れ
た

こ
と

，
で

あ
る

。

　
す
な
わ
ち
，
形
態
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
通
常
の
学
校
で
の
教
育

的
な
配
慮
を
述
べ
た
第
三
委
員
会
報
告
書
の
意
図
は
明
白
で
あ
っ

た
。
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
，
最
終
報
告
書
に
お
い
て
は
失
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
，
こ
の
こ
と
は
戦

後
の
「
特
殊
教
育
」
の
展
開
を
大
き
く
変
え
た
や
も
知
れ
ず
，
看

過
で

き
な

い
変

更
で

あ
っ

た
と

い
え

よ
う

。

　
3．

「
特
殊
教
育
」
記
述
の
欝
本
側
の
理
解

　
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
は
，
当
然
の
こ
と
な
が
ら
英

語
原

文
の

ま
ま

公
表

さ
れ

だ
2）

。
英

語
を

直
接

理
解

で
き

る
知

識
人

は
，
ど
の
よ
う
に
理
解
し
訳
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
，
一

般
国

民
は

，
ど

の
よ

う
な

翻
訳

表
§

己
に

よ
っ

て
報

告
書

を
読

ん
だ

の
で

あ
ろ

う
か

。

（
1）

川
本

宇
之

介
の

理
解

　
「

特
殊

教
育

」
の

専
門

家
と

し
て

，
報

告
書

の
「

特
殊

教
育

」

記
述

に
特

別
の

関
わ

り
を

持
っ

て
い

た
川

本
宇

之
介

（
1888－

1960

年
）

を
み

て
お

き
た

い
。

　
先
行
研
究
13｝

は
，
川
本
（
当
時
，
東
京
聾
唖
学
校
長
）
の
要
請
で

第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に
「
特
殊
教
育
」
記
述
が
挿
入

さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
川
本
自
身
が
そ
の
著
書
に
お
い
て
，
以
下

の
よ

う
に

記
し

て
い

た
か

ら
で

あ
る

圃
。

　
（
前
賂
）
著
者
は
所
定
の
日
時
に
，
帝
国
ホ
テ
ル
に
フ
リ
ー
マ

ン
教
授
を
訪
問
し
，
本
邦
特
殊
教
育
の
現
状
と
，
そ
の
不
振
の
原



鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン

タ
ー

研
究

年
報

　
第

4号
　

1995年
3月
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因
を

述
べ

，
就

学
義

務
制

の
必

要
を
力
説
し
た
。
著
者
は
こ
の
特

殊
教

育
は

，
報

告
書

に
掲

げ
ら

れ
て
い
る
か
，
ど
う
か
と
念
を
お

し
た
ら
，
フ
リ
ー
マ
ン
は
報
告
書
は
ほ
と
ん
ど
で
き
上
っ
て
い

る
が

，
特

殊
教

育
の

こ
と

は
，
何
も
書
い
て
な
い
と
言
う
。
そ
こ

で
著

者
は
，
米
国
の
ご
と
く
特
殊
教
育
の
盛
ん
な
国
の
使
節
団
が
，

全
く

こ
の
教
育
を
無
視
し
た
と

あ
っ
て
は
，
使
節
団
の
為
め
に
も
，

は
な

は
だ

残
念

だ
と

力
説

し
　
こ
れ
を
報
告
書
の
う
ち
に
書
き
い

れ
て

ほ
し

い
と

熱
誠

を
こ

め
て
希
望
し
た
。
フ
リ
ー
マ
ン
は
承
知

し
た

，
あ

な
た

の
希

望
の

点
は
書
入
れ
る
よ
う
に
尽
力
し
よ
う
と

断
言

さ
れ

た
。

（
後

賂
）

　
フ
リ
ー

マ
ン

と
は

，
カ

リ
フ
ォ

ル
ニ

ア
大

学
（

バ
ー

ク
レ

イ
校

）

教
：
育
学
部
長
の
フ
ラ
ン
ク
・
N
・
フ
リ
ー
マ
ン
（
F
ra

n
k　

N、

F
re

em
an
）

コ
5）

の
こ

と
で

あ
る

。
川

本
が

フ
リ

ー
マ

ン
と

会
見

で

き
た

の
は

，
3月

何
日

の
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
史
実
的
に
は
未
判

明
で

あ
る
1
6）

。
本
論
の
課
題

に
そ
く
し
て
言
え
ば
，
後
に
教
育
昂
噺

委
員

会
の

委
員

に
も

な
る

川
本
宇
之
介
が
，
報
告
書
の
「
特
殊
教

育
」

記
述

を
学

校
教

育
法

に
お

け
る
「
特
殊
教
育
」
の
法
制
化
に

つ
な

げ
る

上
で

，
少

な
か

ら
ぬ

影
謬
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
「

特
殊

教
育

」
の

専
門

家
で

あ
る
川
本
は
，
第
一
次
米
国
教
育

使
節

団
報

告
書

の
「

特
殊

教
育

」
記
述
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い

る
。

①
聡
説
特

殊
教

育
』

（
1
9
54）

17）

　
身

体
的

お
よ

び
精

神
的

に
遅
れ
て
い
る
児
童
を
．
適
当
な
レ
ヴ

エ
ル

に
ま

で
あ

げ
る

べ
く

注
意

を
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
特

別
の

学
級

ま
た

は
，

学
校

が
，

盲
と
ろ
う
，
そ
の
他
は
な
は
だ
し

い
障
害
を

受
け

て
い

る
児

童
の

た
め

に
，

設
置

さ
れ

ね
ば

な
ら

ぬ
。

そ
れ

は
彼

等
の

要
求

が
，

普
通

の
学
校
で
は
，
適
当
に
み
た
さ
れ

な
い

か
ら

で
あ

る
。

就
学

は
普

通
の
強
制
就
学
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

②
『
盲
聾
教

育
八

十
年

史
（

草
案

）
」

（
1
958

）
w

　
身
体
的
お

よ
び

精
神

的
に

障
害

の
あ

る
児

童
に

対
す

る
注

意
が

，

各
年

令
層

に
お

い
て

，
与

え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
盲
お
よ
び
ろ
う

児
な

ら
び

に
そ

の
他

の
重

い
障

害
を
有
す
る
児
童
に
し
て
，
教
育

の
必

要
性

が
，

適
当

に
普

通
の

学
校
に
お
い
て
み
た
さ
れ
得
な
い

場
合
に
は
，

彼
等

の
た

め
に

分
設

さ
れ

た
学

級
ま

た
は

学
校

が
，

用
意

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
そ
の
就
学
は
，
普
通
の
強
制
就

学
法
に
よ
っ

て
規

定
さ

れ
ね

ぼ
な

ら
ぬ

。

川
本
の
①
の
訳
出
は
，
第

1
セ
ン
テ
ン
ス
お
よ
び
第
2
セ
ン
テ

ン
ス

に
お
い
て
特
異
で
あ
る
。

　
第
1セ

ン
テ
ン
ス
に
関
し
て
は
，
「
at　

appropriate　
levelS」

を
「

適
当

な
レ

ヴ
エ

ル
に

ま
で

あ
げ

る
べ

く
」

と
意

訳
し

て
い

る
。

「
at」

よ
り

も
む

し
ろ

前
置

詞
「

to」
が

ふ
さ

わ
し

い
訳

で
あ

る
。

　
第

2セ
ン

テ
ン

ス
に

関
し

て
は

，
1セ

ン
テ

ン
ス

を
2つ

の
文

に
分

け
て

翻
訳

し
て

い
る

。
関

係
代

名
詞

「
whose」

の
先

行
詞

に

盲
・

聾
を

も
含

め
，

「
whose」

以
下

を
特

別
な

学
級

ま
た

は
学

校

を
設

置
す

べ
き

論
拠

と
し

て
強

調
し

て
い

る
。

　
川
本
は
，
数
回
の
海
外
渡
航
経
験
を
持
ち
，
英
語
も
堪
能
で
あ

っ
た

。
②

の
よ

う
に

原
文

に
即

し
た

翻
訳

も
行

っ
て

い
る

彼
が

，

通
常
の
学
校
の
限
界
を
強
調
し
て
思
い
切
っ
て
①
の
よ
う
に
意
訳

し
た

意
図

は
，

通
常

の
教

育
へ

混
合

し
て

曖
昧

に
さ

れ
な

い
よ

う

別
立
て
の
「
特
殊
教
育
」
を
振
興
す
る
た
め
に
意
図
的
に
読
み
込

ん
だ

も
の

と
も

思
え

る
。

（
2）

各
種

の
翻

訳

　
こ

れ
に

対
し

て
，

訳
者

が
「

特
殊

教
育

」
の

専
門

家
で

は
な

い
，

一
般

に
市

販
さ

れ
た

翻
訳

本
を

見
て

み
よ

う
。

①
金
川
義
入
・
他
『
平
和
国
家
へ
の
道
（
米
国
教
育
使
節
団
の
報

告
）
』
　
（
1946）

　
三
9）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
の
学
校
に
お
い
て
，
不
具
者
，
低
能
児
や
聾

唖
児
等
や
，
そ
の
他
普
通
の
学
校
で
は
充
分
な
教
育
を
施
し
得
な

い
不
具
児
童
の
た
め
に
は
，
特
殊
な
学
級
あ
る
ひ
は
学
校
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
入
学
は
義
務
教
育
法
に
よ
る
べ
き
で

あ
る

。
（

第
1セ

ン
テ

ン
ス

の
訳

の
後

半
部

分
が

脱
落

）

②
国
民
教
育
社
翻
訳
部
『
ア
メ
リ
カ
教
育
事
情
　
第
三
輯
　
合
衆

国
教

育
使

節
団

き
艮

告
書

膓
　

（
1946）

　
20｝

　
不
具
者
及
び
精
神
薄
弱
児
童
に
対
し
て
も
，
妥
当
な
教
育
水
準

を
設
け
て
，
教
育
的
関
心
が
払
は
る
べ
き
で
あ
る
。
正
規
の
学
校

で
は
適
切
に
要
求
が
満
た
さ
れ
得
な
い
盲
聾
堕
者
や
其
の
他
の
重

大
な
欠
陥
の
あ
る
児
童
た
ち
の
た
め
に
も
，
夫
々
学
級
も
し
く
は

学
校
が
設
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
通
学
に
つ
い
て
は
正
規
の
義
務

教
育

法
規

が
適

用
さ

る
べ

き
で

あ
る

。

③
国
際
特
信
社
訳
『
マ
ツ
ク
ア
ー
サ
ー
司
令
部
公
表
　
米
国
教
育

使
節
団
報
告
書
（
全
文
）
遥
（
1946）

2∋

　
身
体
劣
位
ま
た
は
精
神
発
達
の
遅
れ
た
児
童
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ

適
当
な
段
階
に
於
て
注
意
が
払
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
盲
聾

そ
の
他
著
し
く
劣
位
に
あ
つ
て
正
規
の
学
校
で
は
そ
の
必
要
に
応

ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
児
童
の
た
め
に
は
特
別
の
学
級
若
く
は
学

校
を
設
け
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
就
学
も
正
規
の
義
務

教
育

令
で

取
締

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

。



70
渡
部
昭
男
：
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

④
鈴
木
清
訳
粕
本
教

育
改
造
案
　
マ
総
司
令
官
へ
の
米
国
教
育

使
節
団
報
告
書
3（

19
46）

22）

　
適

当
な

段
階

に
於
い
て
，
心
身
に
欠
陥
あ
る
子
供
に
対
し
て
注

意
が

払
は

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

盲
聾

者
其

他
正

規
の

学
校

で
は

，

そ
の

要
求

が
正

し
く

満
さ
れ
な
い
欠
陥
の
甚
し
い
子
供
に
は
，
特

別
の

学
級

や
学

校
が

用
意
さ
れ
，
そ
こ
へ
の
就
学
は
，
正
規
の
義

務
教

育
令

に
よ

っ
て
取

締
ら

る
べ

き
で

あ
る

。

⑤
文

部
省

「
米

国
教

育
使
節
団
報
告
書
一
聯
合
国
最
高
司
令
官
に

提
出

さ
れ

た
る

一
『

文
部
時
報
3
第
83
4号

（
1
94
6）

2
3｝

　
適

当
な

段
階

に
お

い
て
，
身
心
の
発
育
不
良
な
児
童
に
注
意
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
目

の
見
え
ぬ
者
や
耳
の
聞
え
ぬ
者
の
た
め
に
，

ま
た

正
規

の
学

校
で

は
十
分
に
そ
の
必
要
を
満
し
得
ぬ
非
常
に
不

利
な

条
件

を
持

つ
た

児
童
の
た
め
に
別
個
の
学
級
ま
た
は
学
校
を

設
け

な
く

は
な

ら
な
い
。
生
徒
の
就
学
は
，
正
規
の
義
務
教
育
令

に
よ
っ
て
取
締
る
べ
き

で
あ
る
。

⑥
渡
邊
彰
訳
『
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
一
原
文
・
訳
文
一
』

（
1
9〈

雲
7）

　
24）

　
身

体
的

に
欠

陥
が

あ
り
精
神
的
に
お
く
れ
て
い
る
児
童
の
た
め

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の

学
校
の
程
度
に
応
じ
て
，
注
意
を
払
う
必
要

が
あ

る
。

盲
聾

児
童

や
そ
の
他
普
通
の
学
校
で
は
十
分
に
そ
の
必

要
を

充
た

し
て

や
る

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
養
護
児
童
の
た
め

に
，

別
個

の
学

級
や

学
校
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
就

学
も

普
通

の
義

務
教

育
法

で
取

締
る

べ
き

で
あ

る
。

⑦
石

山
脩

平
「

教
育

の
機

会
均

等
」

r
ア

メ
リ

ヵ
教

育
使

節
団

報
告

書
要
解
』
G9

50）
2
s）

　
適

当
な

段
階

に
お

い
て
，
身
心
の
発
育
不
良
な
児
童
に
注
意
し

な
く

て
は

な
ら

ぬ
。
盲
者
や
聾
者
の
た
め
に
，
ま
た
正
規
の
学
校

で
は

十
分

に
そ

の
必

要
を
満
た
し
え
ぬ
非
常
に
不
利
な
条
件
を
も

つ
た

児
童

の
た

め
に
，
別
個
の
学
級
ま
た
は
学
校
を
設
け
な
く
て

は
な

ら
な

い
。

生
徒

の
就
学
は
，
正
規
の
義
務
教
育
令
に
よ
つ
て

と
り
し
ま
る
べ
き
で
あ

る
。

⑧
文

部
省

調
査

局
調

査
課

『
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
一

全
一

ヨ

（
19
52
）
　
26
）

　
適

当
な

段
階

に
お

い
て
，
身
心
の
発
育
不
良
な
児
童
に
注
意
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
目

の
見
え
ぬ
者
や
耳
の
聞
え
ぬ
者
の
た
め
に
，

ま
た

正
規

の
学

校
で

は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
そ
の
必
要
を
み
た
し
得
ぬ

非
常

｝
こ

不
利

な
条

件
を

持
っ

た
児

童
の

た
め

に
別

個
の

学
級

ま
た

は
学

校
を

設
け

な
く

は
な
ら
な
い
。
生
徒
の
就
学
は
，
正
規
の
義

務
教

育
令

に
よ

っ
て
取

締
る

べ
き

で
あ

る
。

⑨
文

部
省

『
盲

聾
教

育
八

十
年

史
u（

1958）
27）

　
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
に
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
は
，
各

年
齢
層
に
応
じ
て
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
盲
・
聾
児

な
ら
び
に
そ
の
他
の
重
い
障
害
を
有
す
る
児
童
で
，
通
常
の
学
校

で
は
そ
の
者
の
も
つ
諸
欲
求
が
適
正
妥
当
に
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い

者
に
つ
い
て
は
，
か
れ
ら
の
た
め
に
分
離
さ
れ
た
学
級
，
ま
た
は

学
校
が
，
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
就
学
は
，
普
通

の
強

制
就

学
法

に
よ

っ
て

規
定

さ
れ

ね
ば

な
ら

ぬ
。

　
各
翻
訳
の
相
違
点
は
，
「
at　

appropriate　
levels」

の
訳
，

「
whose」

の
先

行
詞

，
「

separate」
の

訳
な

ど
，

1970年
代

の

翻
訳
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
，
す
で
に
見
た
よ
う
に
，
第

三
i委

員
会

報
告

書
の

第
1セ

ン
テ

ン
ス

｝
こ

は
，

通
常

の
学

校
で

の

「
特

別
な

課
程

や
学

習
」

の
構

想
が

明
確

に
示

さ
れ

て
お

り
，

曖

昧
な
表
記
に
修
正
さ
れ
た
と
は
い
え
，
最
終
報
告
書
に
お
い
て
も

ヂ
特

殊
教

育
」

は
「

別
個

の
学

級
ま

た
は

学
校

」
に

お
け

る
教

育

だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
，
今
日
的
に
は
言
外
に
読
み
取
れ
た
。
し

か
し

，
時

代
的

な
制

約
か

ら
そ

の
こ

と
に

着
目

し
た

「
特

殊
教

育
」

記
述

の
翻

訳
・

解
説

は
な

か
っ

た
と

い
え

よ
う

。

II．
第

二
次

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

に
お

け
る

「
特

　
　

殊
教

育
」

記
述

　
第

一
次

米
国

教
育

使
節

団
か

ら
約

4年
半

後
，

1950年
8月

27

日
に
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
が
来
日
し
た
。
第
一
次
の
団
員
数

27名
に
対
し
て
，
第
二
次
は
わ
ず
か
に
5名

で
あ
っ
た
が
，
全
員

が
第
一
次
の
団
員
と
し
て
来
日
し
て
い
た
ご
小
規
模
な
団
編
成
で

は
あ

っ
た

が
，

第
二

次
米

国
教

育
使

節
団

の
目

的
は

，
「

先
の

教
育

使
節
団
が
戦
後
日
本
の
教
育
改
革
の
指
針
と
し
て
示
し
た
『
報
告

書
』
の
勧
告
内
容
が
，
そ
の
後
ど
の
程
度
ま
で
具
体
的
に
実
行
さ

れ
，

さ
ら

に
改

善
さ

れ
る

べ
き

い
か

な
る

問
題

を
残

し
て

い
る

か
，

と
い
う
こ
と
を
調
査
・
研
究
し
，
そ
れ
を
新
た
な
『
報
告
書
」
に

ま
と
め
て
提
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
28）

」
と
さ
れ
る
。
第
二
次
米
国

教
育
使
節
団
報
告
書
の
「
特
殊
教
育
」
記
述
は
，
第
一
次
米
国
教

育
使

節
団

報
告

書
の

「
特

殊
教

育
」

記
述

と
無

関
係

で
は

な
く

，

何
ら

か
の

連
続

性
を

も
有

す
る

も
の

と
見

て
よ

い
。

　
1．

第
二

次
使

節
団

へ
の

文
部

省
お

よ
び

日
教

組
の

報
告

轡

　
文
部
省
は
，
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
に
対
し
て
，
第
一
次
米

国
教
育
使
節
団
報
告
書
以
降
の
戦
後
日
本
の
教
育
改
革
の
進
展
状

況
に
関
す
る
報
告
書
『
日
本
に
お
け
る
教
育
改
革
の
進
展
』
を
提

出
し
た
。

　
そ

の
中

で
は

，
ま

ず
，

「
盲

学
校

お
よ

び
ろ

う
学

校
に

お
い

て
も

9年
の

義
務

教
育

が
実

施
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
た

が
，

こ
れ

は
，



鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン

タ
ー

研
究

年
報

　
第

4号
　

1995年
3月

71

機
会

均
等
の

教
育

理
念

を
実

現
す
る

上
で

，
著

し
い

進
展

で
あ

る
2
9）

」

と
の

評
価
を
行
っ
て
い
る
。
そ

し
て
，
「
第
二
章
　
学
校
制
度
の
改

革
」

に
「
四
　
特
殊
教
育
30
）
」
の
節
を
設
け
て
，
①
盲
・
ろ
う
学
校

の
義

務
制

の
学

年
進

行
状

況
，
②
養
護
学
校
の
未
開
設
，
③
小
学

校
に

お
け

る
特

殊
学

級
の

設
置
の
進
展
状
況
，
④
中
学
校
に
お
け

る
特

殊
学

級
の

設
置

の
遅

れ
，
⑤
就
学
奨
励
の
現
状
と
課
題
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
政

策
主

体
側

の
文

部
省

と
と
も
に
，
要
求
運
動
側
の
日
本
教
職

員
組
合
も
，
「
米
国
教
育
使
節
団
へ
の
報
告
書
一
R
E
PO

R
T　

TO

T
HE　

A
ME

RI
CA

N　
E
DUC

A
TIO

N
　

M
I
SSI

O
N　

TO
J
AP
A凡

と
題
す
る
英
文
報
告
書
を
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
に

提
出
し
た
。
そ
し
て
，
「
第
8章

学
校
の
各
段
階
に
関
す
る
諸
問

題
　
（
Chap

ter　
8　

T
he　

problems　
regarding　

vari◎
us　

leve王
s

o
f　

s
ch
oo
ls
）

」
に

「
他

の
特
殊
学
校
に
関
す
る
諸
問
題
（
THE

P
R
OB

L
E
M
S　

O
F
　

O
T
HE
R
　

S
P
E
C
IA
L
　
S
C
H
OO
L
S）

3
1
）
」

の
項
を
4
頁
に
渡
っ
て
設
け
，
5
0年

来
の
教
師
と
父
母
の
願
い
で

あ
っ

た
盲

聾
学

校
の

義
務

制
実

施
に
対
す
る
使
節
団
へ
の
感
謝
を

述
べ
た
上

で
，

「
特

殊
教

育
」
の

課
題

と
し

て
①

特
殊

学
級

お
よ

び

養
護

学
校

の
増
設
，
②
就
学
奨
励
の
充
実
，
③
教
育
財
政
の
確
保
，

④
教

員
給

与
の

ア
ッ

プ
，

⑤
教
育
文
化
活
動
・
出
版
活
動
へ
の
国

の
助
成
，

⑥
私

立
学

校
へ

の
国
の

助
成

に
言

及
し

て
い

る
。

　
言

及
し

た
立

場
や

項
目

に
相
違
は
あ
る
も
の
の
，
政
策
側
お
よ

び
運

動
側

の
双

方
と

も
に

，
第

一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
の

中
の
「
sep

arate　
c
lasses　

or　
sc

hoo
ls」

・
「
com

pulso
τ
y　

a
t－

te
nd

an
c
e」

等
に

関
心

を
向

け
た
も
の
で
あ
り
，
通
常
の
学
校
・

学
級

の
中

で
の

障
害

児
へ

の
配

慮
に
は
言
及
が
及
ん
で
い
な
い
の

が
特
徴
で
あ
る
。

only　
when　

institutional　
care　

is　
necessary　

and　
sh◎

uld

be◎
perated　

by　
the　

board　
of　

education．

　
「
特
殊
教
育
」
記
述
に
関
す
る
幾
つ
か
の
訳
文
を
列
挙
し
て
お

こ
う
。

①
誠

文
堂

新
光

社
訳

『
第

二
次

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

」

（
1950）

　
32）

　
問
題
は
校
舎
の
増
加
の
必
要
と
教
員
不
足
に
止
ま
ら
な
い
。
身

体
的
精
神
的
障
碍
を
有
す
る
児
童
に
対
す
る
教
育
の
機
会
の
問
題

が
あ
る
。
一
そ
れ
ら
の
数
千
の
不
治
の
或
い
は
一
時
的
な
欠
陥
を

有
す
る
児
童
は
，
出
来
る
だ
け
正
規
の
学
校
教
育
計
画
ご
参
加
す

る
と
同
時
に
，
特
殊
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
特
殊
学
校
は
彼
等
の
教
育
に
特
別
機
関
の
保
護
が
必
要
な
る

場
合
に
限
り
設
け
ら
る
べ
き
で
あ
り
，
そ
れ
は
教
育
委
員
会
に
よ

つ
て

運
営

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

②
日

本
放

送
教

育
協

会
礫

二
次

米
国

教
育

使
節

団
報

告
識

（
195G）

　
33）

　
問
題
は
，
学
校
建
築
の
増
加
の
必
要
と
，
教
師
の
不
足
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
身
体
的
並
び
に
精
神
的
に
欠
陥
を
有
す
る
児
童
の
た

め
に
，
教
育
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
，
す
な
わ
ち
数
千
の
，
永
久

的
，
ま
た
は
一
時
的
不
具
児
童
を
，
正
規
の
教
育
計
画
に
で
き
る

だ
け
参
加
さ
せ
る
と
同
時
に
，
特
別
の
教
育
を
う
け
る
機
会
を
持

た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
殊
学
校
は
，
施
設
上
の
注
意
が
特

に
必
要
で
あ
る
場
合
に
の
み
提
供
さ
れ
，
教
育
委
員
会
に
よ
つ
て

運
営

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
2
．
第
二
次
使
節
団
報
告
書

に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

　
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
は
，
1
9
50

年
9
月
2
2
日
に
報
告
書
を

連
合

国
軍

最
高

司
令

官
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
宛
に
提
出
し
た
。
こ

れ
が

，
『

第
二

次
米

国
対

日
教

育
使

節
団

報
告

書
』

（
R
epo

rt　
o
f　

t
he

sec
ond

　
U
nit

ed　
S
tat

es£
duc

ati
on　

Mis
sion　

t
o　

J
apa

n
：

以

下
，
第
二

次
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
）

で
あ

る
。

「
特

殊
教

育
」

記
述
の
原

文
は

以
下

の
よ

う
で
あ

る
。

　
The　

proble
ms　

do　
not　

stop　
wit

h　
the

　
ne

ed　
fo

r　
a
d
di・

tion
al　

scho
o王

　
b逗

ldin
gs　

a
nd　

the　
te

acher
　

s
horta

ge．

Edu
cat

ion
al　

op
po

rtu
nit

ies
　

for　
ph
ysica

lly
　

an
d　

rne
n
．

ta王
ly　

handi
capPed　

ch｛
ldren－

those　
thousands　

of　
ch｛

1－

dren
　
w
ith

　
per

man
ent

　
or　

re
media

l　
defe

cts
　

mu
st　

ha
v
e

oPPor
tuniti

es　
t◎

have　
specia

l　
e
ducat

ion
，
　
whi

le　
at　

t
h
e

same　
time　

sharing　
as　

f
ar　

as
　
po

ssibl
e　

i
n　

the
　
re

g
ula

r

school
　

pr◎
gram、

　
Speci

al　
sch

ool
s　

sho
ul（

l　
be　

pro
v
ide

d

③
文

部
省

調
査

局
調

査
課

『
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
一

全
一

』

（
1952）

　
34）

　
問
題
に
な
る
事
が
ら
は
，
校
舎
の
増
築
の
必
要
と
，
教
員
不
足

と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
心
身
に
故
障
が
あ
る
も
の
に
対
す
る
教
育

機
会
，
す
な
わ
ち
不
治
の
ま
た
は
治
療
可
能
な
故
障
を
も
つ
数
千

を
越
え
る
こ
ど
も
た
ち
は
，
特
殊
な
教
育
を
与
え
ら
れ
る
と
と
も

に
，
同
時
に
で
き
う
る
か
ぎ
り
通
常
の
教
育
計
画
を
享
有
す
る
機

会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
殊
教
育
の
た
め
の
学
校

は
施
設
に
よ
る
保
護
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
設
置
さ
れ
る

べ
き

で
あ

り
，

教
育

委
員

会
の

管
理

下
に

置
か

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

　
第

二
次

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

の
「

特
殊

教
育

」
記

述
も

，

わ
ず

か
に

3セ
ン

テ
ン

ス
で

あ
る

。
し

か
し

，
第

一
次

米
国

教
育

使
節
団
報
告
書
に
比
し
て
文
意
は
鮮
明
で
あ
り
，
訳
出
は
大
き
く

相
違

し
な

い
。

［
第
1セ

ン
テ
ン
ス
］



7
2

渡
部
昭
男
：
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

　
「

特
殊

教
育

」
記

述
は

，
「

第
2章

　
初

等
お

よ
び

中
等

段
階

の

教
育
行
政
（
II　

ADMINISTRATION　
OF　

EDUCATION

A
T　

T
H
E
　
P
R
I
M
A
R
Y　

A
ND

　
SECONDARY　

LEVELS）
」

の
中
の
「
教
育
機
会

の
拡
大
と
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
（
E
x
ten

d
ed

Edu
catio

nal
　

OpP
ort

uniti
es　

and　
Ad

ditio
nal

　
Se

r
vic

e
s）

」

の
項

の
冒

頭
に

あ
り
，
第
1セ

ン
テ
ン
ス
は
，
直
前
に
あ
る
校
舎

不
足

と
教

師
不

足
の

項
か

ら
話

題
を

転
ず

る
た

め
の

も
の

で
あ

る
。

［
第
2
セ
ン
テ
ン
ス
］

　
教

育
機

会
の

拡
大

の
冒

頭
に

，
「

心
身

障
害

児
の

教
育

機
会

」
の

問
題

が
提

言
さ

れ
て

い
る
意
味
は
大
き
い
。
障
碍
が
永
続
的
か
一

時
的

か
に

か
か

わ
ら

ず
，
心
身
障
害
児
は
特
別
な
教
育
を
受
け
る

機
会

を
与

え
ら

れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
，
同
時
に
，
可

能
な

限
り

通
常

の
学

校
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
享
有
し
つ
っ
，
特
別
な

教
育

を
受

け
る

機
会

の
保
障
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
第
3
セ
ン
テ
ン
ス
］

　
「

特
別

な
学

校
」

の
「
特
別
」
は
，
「
se
p
ara

t
e」

で
は
な
く

「
sp

ecia
l」

で
あ

る
。

し
か

も
，

特
別

な
学

校
は

τ
ins

t
itu

t
｛

o
n
al

c
are

」
が

必
要

な
時

の
み
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
，
限
定
的

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ξ

ins
tit

ution
al　

car
e」

と
は

，
施

設
入

所

処
遇

（
学

校
教

育
に

即
し
て
言
え
ば
寄
宿
舎
入
舎
処
遇
）
と
で
も

訳
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上

を
整

理
す

る
と
，
今
日
的
に
は
，
以
下
の
よ
う
に
訳
出
す

る
こ
と
が
妥
当
な
よ
う
に
思
え
る
。

　
問

題
は

，
校

舎
の

増
築
の
必
要
性
お
よ
び
教
師
の
不
足
に
と
ど

ま
ら

な
い

。
心

身
障

害
児
の
教
育
機
会
の
問
題
で
あ
る
一
す
な
わ

ち
，

永
続

的
ま

た
は

一
時
的
な
障
碍
を
有
す
る
何
千
も
の
障
害
児

に
，
可
能
な
限
り
通
常

の
学
校
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
享
有
さ
せ
っ
つ
，

特
別

な
教

育
を

受
け

る
機
会
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特

別
な

学
校

は
施

設
入
所
処
遇
が
必
要
な
場
合
に
の
み
提
供
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
，
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第

二
次

米
国

教
育

使
節
団
報
告
書
に
お
い
て
は
，
形
態
レ
ベ
ル

に
お

け
る

障
害

児
の
教
育
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
留
意
が

明
白

で
あ

る
。

そ
れ

は
，
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
の
最
終
報
告

書
に
お
い
て
は
暖
昧
な
表
現
に
と
ど
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
，

第
三

委
員

会
報

告
書
の
分
析
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
，
第

一
次

米
国

教
育

使
節

団
報
告
書
の
基
底
に
も
存
在
し
た
視
点
で
あ

っ
た

。
そ

し
て

，
第
一
次
報
告
書
か
ら
約
4
年
半
を
経
た
時
点
で

の
，

日
本

の
戦

後
教
育
改
革
に
お
け
る
分
離
施
策
傾
向
へ
の
ア
メ

リ
カ
側
か
ら
み
た
警
鐘
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
，
時
代
的
な
制
約

か
ら
そ
の
こ
と
の
重
要
性
は
今
日
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
と
言
え

よ
う
。II工

．
要
約
な
ら
び
に
今
後
の
課
題

1）
戦
後
教
育
改
革
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
第
一
次
米
国
教
育

使
節

団
報

告
書

｝
こ

は
，

①
障

害
児

の
義

務
教

育
就

学
に

関
す

る
法

レ
ベ

ル
で

の
統

合
，

②
障

害
児

教
育

制
度

の
6・

3・
3制

度
へ

の
抱
摂
を
当
然
視
す
る
と
と
も
に
，
③
形
態
レ
ベ
ル
で
の
教
育
的

イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
し
て
も
，
盲
・
聾
児
及
び
通
常
の

学
校

で
は

ニ
ー

ズ
の

満
た

せ
な

い
重

度
障

害
児

の
「

separate」
を

予
定
す
る
中
で
，
言
外
に
通
常
の
学
校
で
ニ
ー
ズ
の
満
た
し
う
る

障
害

児
の

存
在

を
示

唆
し

て
い

た
。

2）
③
形
態
レ
ベ
ル
の
教
育
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
し

て
，
可
能
な
範
囲
で
の
統
合
，
す
な
わ
ち
必
要
以
上
に
分
離
し
な

い
と
す
る
視
点
が
，
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
の
第
三
委
員
会
報

告
書
お
よ
び
そ
の
下
書
き
，
な
ら
び
に
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団

報
告

書
に

お
い

て
認

め
ら

れ
た

。

3）
教
育
的
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
み
た
第
一
次
及
び
第
二

次
の

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

の
「

特
殊

教
育

」
記

述
の

意
義

は
，

日
本

狽
‖

に
は

①
②

が
強

調
的

に
と

ら
え

ら
れ

，
時

代
的

な
制

約
か

ら
③
は
看
過
さ
れ
た
。

4）
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
の
第
三
委
員
会
報
告
書
お

よ
び

そ
の

下
書

き
に

既
に

「
特

殊
教

育
」

記
述

が
存

在
す

る
こ

と

か
ら
，
川
本
宇
之
介
の
進
言
に
よ
っ
て
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団

報
告
書
に
「
特
殊
教
育
∪
記
述
が
挿
入
さ
れ
た
と
す
る
こ
れ
ま
で

の
評

価
は

再
検

討
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
。

5）
第
一
次
及
び
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
の
「
特
殊
教

育
」
記
述
が
誰
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
か
は
，
今
後
の
解
明

課
題
で
あ
る
。
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
の
5名

の
団
員
の
内
，

団
長
の
W．

E．
ギ
ブ
ン
ズ
（
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
時
の
職
業

一
全
米
教
育
協
会
事
務
局
長
）
，
F．

　
G．

ホ
ッ
ホ
ワ
ル
ト
（
全
米
カ

ソ
リ
ッ
ク
教
育
協
会
委
員
長
）
，
P．

　
A．

ワ
ナ
メ
ー
カ
ー
（
ワ
シ
ン

ト
ン
州
公
立
学
校
教
育
長
）
の
実
に
3名

が
第
一
次
使
節
団
の
第

三
委

員
会

に
属

し
て

い
た

。
こ

れ
ら

3名
が

鍵
と

な
る

も
の

と
推

察
さ

れ
る

。

6）
第
一
次
及
び
第
二
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
が
背
景
と
し

た
1940年

代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
障
害
児
教
育
の
思
潮

を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。

7）
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に
か
か
わ
っ
て
，
第
三
委

員
会

報
告

書
か

ら
最

終
報

告
書

へ
経

過
す

る
間

の
記

述
の

変
更

，

と
り
わ
け
形
態
的
な
統
合
へ
の
留
意
の
曖
昧
化
及
び
「
speciah

か
ら
「
separate」

へ
の
変
更
の
経
緯
は
今
後
の
解
明
課
題
で
あ
る
。



鳥
取

大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン

タ
ー

研
究

年
報

　
第

4号
　

1995年
3月

73

変
更

の
過
程

に
，

川
本

宇
之

介
と
フ
リ
ー
マ
ン
と
の
会
見
が
影
響

を
及

ぼ
し
た
可
能
性
は
残
る
。

8
）

第
一

次
及

び
第

二
次

米
国

教
育
使
節
団
報
告
書
の
「
特
殊
教

育
」
記
述
が

，
日

本
の

「
特

殊
教

育
」

に
関

す
る

法
制

，
施

策
，

運
動

な
ど

に
ど

の
よ

う
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
は
，
今
後
の
検

討
課
題
で

あ
る
。

9
）

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

お
よ
び
戦
後
教
育
改
革
の
全
体
の

中
に

位
置

づ
け

て
「

特
殊

教
育
」
研
究
を
進
め
る
こ
と
も
今
後
の

課
題
で
あ
る
35｝

。

《
謝
辞
》

本
論

の
執

筆
に

あ
た

り
，

名
古

屋
大

学
の

鈴
木

英
一

教

授
か
ら
ト
レ

イ
ナ

ー
文

書
（

Tra
i
nor

　
Pa

p
ers

）
の

障
害

児
教

育

関
連

の
貴
重

な
史

料
を

御
提

供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
，
清
水

貞
夫
く
宮
城

教
育

大
学

）
・

高
橋

智
（

日
本

福
祉

大
学

）
の

両
氏

か

ら
も

資
料

上
の

便
宜

を
受

け
，
安
藤
房
治
（
弘
前
大
学
）
氏
に
は

翻
訳

上
の
助

言
を

い
た

だ
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
，
国
立
教
育
研
究

所
教

育
図

書
館

お
よ

び
滋

賀
大

学
附
属
図
書
館
教
育
学
部
分
館
に

は
史

資
料

の
閲

覧
に

際
し

て
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
尾
な
が

ら
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

《
追

記
》

本
校

は
，

平
成

6年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
一

般
研
究
（

C
）
・
課
題
研
究
番
号
0
661

0239の
成

果
の

一
部

で
あ

る
。

《
註
》

1
）
日
本
教

育
学

会
会

長
も

務
め

た
大

田
桑

氏
は

，
「

私
は

制
度

と

し
て

の
今

日
の

義
務

制
養

護
学

校
は
，
そ
の
成
立
過
程
で
す
で
に

問
題

に
な

っ
て

い
た

が
，

成
立

後
の
実
情
か
ら
も
や
は
り
問
題
が

あ
る

と
思

う
」

と
「

制
度

と
し
て
の
養
護
学
校
」
を
問
題
視
し
て

い
る

（
大

田
尭
［
1
99
0］

「
能
力

に
よ
る
区
別
と
差
男
‖
」
顎
育
』

第
519

号
）

。
教

育
的

イ
ン

テ
グ

レ
ー

シ
ョ

ン
の

立
場

か
ら

の
大

田

氏
に
対
す
る

批
判

と
し

て
は

，
茂

木
俊

彦
く

1
994

）
「

健
常

者
と

障

害
者

の
交

流
・

共
同

と
教

育
」
『
現
代
社
会
と
教
育
⑥
21
世
紀
の

人
間

と
教

育
』
大
月
書
店
が
あ
る
。

　
ま
た
，
津
田
道
夫
（
19

81）
『

障
害

者
教

育
運

動
』

三
一

書
房

は
，

「
日
本

国
憲

法
→

教
育

基
本

法
→

学
校

教
育

法
と

い
う

，
学

校
教

育
法

体
系

の
ど

こ
に

も
，

盲
児
の
学
区
小
入
学
を
権
利
と
し
て
認

め
な
い
と
い
う
条
文
は
存
在
し
な
い

」
が

，
「

行
政

立
法

・
命

令
（

政

令
，

省
令

，
通

達
な

ど
）

の
段

階
」
に
な
る
と
障
害
児
た
ち
を
学

区
校

か
ら
閉

め
出

す
解

釈
・

運
用
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
，
通
常

の
学

級
に
お

け
る

統
合

教
育

を
進
め
る
立
場
な
が
ら
大
田
氏
と
異

な
っ
て
運

用
違
憲
の
見
解
を
採
っ
て

い
る

（
p．

102
）

。

2）
文

部
省
（
197

8）
『
特
殊
教
育
百
年
史
』
東
洋
館
出
版
社
，
p．

1
7
6
。

3
）

上
掲
雫

殊
教

育
百

年
史

』
の
他
に
，
荒
川
勇
・
他
（
1
97
6）

『
El本

障
害

児
教

育
史

』
福

村
出

版
，

　
p．

114。

4）
“

REPORT　
OF　

THE　
UNITED　

STATES　
EI）

UCA－

TION　
MISSION　

TO　
JAPAN　

SUBMITTED　
TO　

THE

SUPREME　
COMMANDER　

FOR　
THE　

ALL拒
D

POWERS，
”
乃
α
パ
陥
斑
扱
α
々
θ
γ
丑
ψ
ε
符
（
国
立
教
育
研
究
所

教
育

図
書

館
所

蔵
「

ワ
ナ

メ
ー

カ
ー

文
書

」
）

フ
ィ

ル
ム

ロ
ー

ル
第

1巻
，
ネ
ガ
Nα

314－
366の

内
の
No339。

5）
荒
川
勇
・
他
（
1974）

「
第
九
編
　
特
殊
教
育
」
唱
本
近
代

教
育
百
年
史
6　

学
校
教
育
（
4）

』
国
立
教
育
研
究
所
，
p．

855。

6）
宮

原
誠

一
・

丸
木

正
臣

・
伊

ケ
崎

暁
生

・
藤

岡
貞

彦
（

1974＞

『
資

料
　

日
本

現
代

教
育

史
1』

三
雀

堂
，

P。
61。

7）
伊

ケ
崎

暁
生

・
吉

原
公

一
郎

編
・

解
説

（
1975）

『
戦

後
教

育

の
原

点
2米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
他

3現
代

史
出

版
会

，
p．

94。

　
な

お
，

注
6お

よ
び

？
と

同
じ

先
行

訳
は

『
近

代
日

本
教

育
制

度
史

料
　

第
十

八
巻

』
講

談
社

（
1957）

p．
542で

あ
る

が
，

そ
も

そ
も

は
文

部
省

（
1946）

「
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
一

聯
合

国
最

高
司

令
官

に
提

出
さ

れ
た

る
一

」
『

文
部

時
報

』
第

834号
の

翻
訳

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

8）
村

井
実

訳
・

解
説

（
1979）

『
ア

メ
リ

カ
教

育
使

節
団

報
告

書
』

講
談
社
，
P．

65。

9）
土

持
ゲ

ー
リ

ー
法

一
（

1991＞
ξ

米
国

教
育

使
節

団
の

研
究

蕊

玉
川

大
学

出
版

部
，

p、
312。

10）
“

Report　
of　

Comm｛
ttee　

III　
of　

USEM－
Adm｛

nistra－

tion　
of　

Educat三
〇
n　

in　
Japan　

at　
Elementaτ

y　
and　

Sec－

ondary　
Levels，

”
勘

〆
励

雄
？

κ
励

θ
γ

鋤
ε

パ
（

国
立

教
育

研
究

所
教

育
図

書
館

所
蔵

「
ワ

ナ
メ

ー
カ

ー
文

書
」

）
フ

ィ
ル

ム
ロ

ー
ル
第
1巻

，
ネ
ガ
N鵠

7缶
497の

内
の
N磁

82。

　
な

お
，

こ
の

第
三

委
員

会
報

告
書

に
関

し
て

は
，

佐
藤

秀
夫

・

他
（

ヱ
991）

『
戦

後
教

育
改

革
資

料
10米

国
対

日
教

育
使

節
団

｝
こ

関
す
る
総
合
的
研
究
』
国
立
教
育
研
究
所
，
pp．

173－
198に

収
録
さ

れ
て

い
る

。

11）
“

Report　
of　

Committee　
lll　

of　
USEMAdministra－

tion　
of　

Education　
in　

Japan　
at　

Elementary　
and　

Secon・

dary　
LevelS，

”
乃

励
Wκ

α
〃

2姥
ε

ア
鋤

郷
（

同
前

）
フ

イ
ル

ム
ロ

ー
ル

第
1巻

，
ネ

ガ
泣

458－
472。

　
第
三
委
員
会
報
告
書
と
同
名
の
こ
の
文
書
に
は
作
成
日
が
記
入

さ
れ
て
い
な
い
が
，
第
三
委
員
会
報
告
書
が
25頁

の
通
し
番
号
で

あ
る
の
に
対
し
て
，
小
項
目
ご
と
の
番
号
の
計
15頁

も
の
と
な
っ

て
お
り
，
下
書
き
と
想
定
さ
れ
る
。
土
持
氏
は
こ
の
下
書
き
に
関

し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
該
当
の
箇
所
は
，
小
項
目
「
STRUC

TURE　
AM）

FORM（
機
構
と
形
態
）
」
と
題
す
る
4頁

も
の

の
4頁

目
（

ネ
ガ

畑
468）

で
あ

る
。

12）
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
は

米
国

政
府

に
よ

る
公

刊
冊

子

（
“
REPORT　

OF　
THE　

UNITED　
STATES　

EDUCA一



74
渡
部
昭
男
　
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

T
I
O
N
　
M
I
S
S
ION　

TO　
JA

PA
N　

SUBMITTED　
TO　

THE

S
UPR

E
ME　

COM
M
AND

E
R　

F
OR　

TH£
　

ALLIED
P
O
WE
RS
，
”
P
ε
励
舵
夕
翅
照
舵
γ
P
吻
郷
（
「
ワ
ナ
メ
ー
カ

ー

文
書
」
）
フ
ィ

ル
ム
ロ
ー
ル
第
1
巻
，
ネ
ガ
臨
4
2
245

7
（
1946年

に
Wa
sh
in
gt
on

の
Un
i
ted

　
St
a
tes

　
G◎

vemment　
P漁

ting

O
ff
ic
eか

ら
公

刊
）
の
他
に
，
日
本
で
印
刷
さ
れ
た
市
販
本
が
あ

っ
た
　
（
『
R
EP

O
R
T
　
O
F　

TH
E
　
U
NI

T
E
D　

STA
T
ES　

EDU－

C
A
TI
O
N
　

M
I
SS
I
O
N
　
T
O　

J
A
PA
N
　
（
米
日
教
育
使
節

団
報

告
書
）
』
オ
リ
エ

ン
タ

ル
・

エ
コ

ノ
ミ

ス
ト

（
19
4
6）

，
「

ワ
ナ
メ
ー

カ
ー

文
書

」
フ

ィ
ル

ム
ロ

ー
ル

第
1巻

，
ネ

ガ
臨

368－
421）

。
こ

の
本
は
，
4
月
8
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
声
明
も
掲
載
し
て
定

価

は
20
円

，
1
94
6年

4
月
30
日
に
初
版
を
出
し
，
同
年
11
月
15日

に

再
版
し
て
い
る

。

1
3
）
清
水
寛
G
9
6
9
）
「
わ
が
国
に
お
け
る
障
害
児
の
轍
育

を
受

け
る

権
利

』
の

歴
史
」
［
伊
ケ
崎
暁
生
編
（
1978）

噸
育
基
本
法

文
献

選
集

3
教
育

の
機

会
均

等
逐

学
陽

書
房

所
収

］
p．

226，
前

掲

「
第

九
編

　
特

殊
教

育
JP

．
85

5
，

前
掲

e
特

殊
教

育
百

年
史

』
p．

1
76

，
加

藤
康

昭
・

他
（

19
80

＞
「

学
校

教
育

法
に

お
け

る
障
害

児

教
育

規
定

の
成
立

と
そ

の
意

義
」

『
季

刊
　

教
育

法
』

第
36号

p．

1
57

，
加

藤
康

昭
（

19
82

）
「

戦
後

教
育

改
革

と
障

害
児

教
育
の

諸

構
想

一
学

校
教
育
法
の
初
期
草
案
に
お
け
る
改
革
構
想
を
中
心
に

一
」
『
障
害
児
教
育
学
研
究
一
荒
川
勇
教
授
退
官
記
念
論
文
集

λ
P．

1
03，

高
橋
智
（

1
98

8）
「
川
本
宇
之
介
」
『
人
物
で
っ
つ
る
障

害
児

教
育
史
〈
日
本

編
〉
』
日
本
文
化
科
学
社
p．

1
25

，
な
ど
。

1
4）

川
本

宇
之

介
（

1
95

4）
『

総
説

特
殊

教
育

λ
青

鳥
会

［
湘

南
出

版
社

（
覆

刻
1981）

］
p．

410。

1
5）

フ
リ
ー
マ
ン
の
専
門
は
，
教
育
方
法
・
教
育
心
理
学
で
あ

り
，

「
教

員
養

成
・

教
授

法
」

を
検

討
す

る
使

節
団

の
第

二
委

員
会

の

委
員

長
を

務
め
た

（
鈴

木
英

一
［

1
983

］
唱

本
占

領
と

教
育

改
革

λ

勤
草

書
房

p
．
165

，
前

掲
殊

国
教

育
使

節
団

の
研

究
餓

287他
）

。

1
6）

米
国

教
育
使
節
団
を
迎
え
る
日
本
側
教
育
家
委
員
会

の
第
二

部
会

が
検

討
し
た
項
目
と
し
て
「
特
殊
教
育
盲
唖
教
育
」
が
後
か

ら
加

え
ら

れ
，
フ
リ
ー
マ
ン
が
委
員
長
を
務
め
た
使
節
団
の
第
二

委
員

会
の

討
議
事
項
に
関
す
る
要
綱
案
に
も
「
精
薄
児
お
よ
び
遅

進
児

の
た

め
の
教

育
（

例
，

盲
聾

）
」

が
追

加
さ

れ
た

と
い
う

（
前

掲
『

米
国

教
育

使
節

団
の

研
究

3p．
134

，
　

p
．

1
4
◎

）
。

当
初

の
討

議

事
項

か
ら

抜
け
て
い
た
こ
と
は
，
確
か
に
「
特
殊
教
育
」
の
位
置

づ
け

の
弱

か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
，
先

に
見
た

よ
う

に
第

三
委

員
会
報
告
書
に
は
「
特
殊
教
育
」
記
述
が

含
ま
れ

て
い
る
。

　
当

初
予

定
さ
れ
て
い
た
説
明
の
機
会
が
使
節
団
の
日
程
の
都
合

上
困

難
に

な
っ
た
の
を
受
け
て
川
本
が
フ
リ
ー
マ
ン
と
急
遽
会
見

し
た

の
は

，
使

節
団
一
行
が
京
都
旅
行
を
終
え
て
帰
京
し
た
1946

年
3
月

20
日

（
水
）
以
降
と
想
定
さ
れ
る
（
米
国
教
育
使
節

団
の

活
動
日
程
表
は
，
前
掲
『
日
本
占
領
と
教
育
改
革
pp．

158－
161）

。

同
会

見
が

第
三

委
員

会
報

告
書

（
3月

23日
［

土
］

）
の

出
さ

れ
る

前
で
あ
る
と
の
可
能
性
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
，
さ
ら

に
そ
れ
以
前
の
下
書
き
段
階
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述
の
存

在
に
照
ら
し
て
み
る
と
，
川
本
の
記
述
を
唯
一
の
根
拠
と
し
て
川

本
の

進
言

に
よ

っ
て

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

に
「

特
殊

教
育

」

記
述
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
は
，
不
適
切
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
ま
た
，
十
年
近
く
経
過
し
た
時
点
で
執
筆

さ
れ

た
月

体
の

記
述

に
は

，
「

米
国

教
育

使
飾

団
が

，
昭

和
二

十
一

年
二

月
来

日
し

た
」

〔
正

し
く

は
3月

〕
と

い
う

よ
う

に
，

誤
り

も

み
ら

れ
る

）
。

た
だ

し
，

川
本

の
会

見
が

，
第

三
委

員
会

報
告

書
か

ら
最

終
報

告
書

（
3月

30日
［

土
］

）
へ

の
修

正
に

影
響

を
及

ぼ
し

た
亘
「
能
性
は
あ
ろ
う
。

　
い

ず
れ

に
せ

よ
，

「
特

殊
教

育
」

を
検

討
し

た
の

は
第

二
委

員
会

で
は

な
く

第
三

委
員

会
と

思
わ

れ
る

が
第

三
委

員
会

報
告

書
の

「
特

殊
教
育
」
記
述
が
誰
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
の
か
，
最
終
報
告
書

ま
で
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
修
正
さ
れ
た
の
か
，
等
の
解
明
が
必

要
で

あ
る

。

17）
　
前
掲
『
総
説
特
殊
教
育
λ
p．

411。
　
∫
目
本
は
，
　
1922～

1924年

に
盲
理
教
育
研
究
の
た
め
に
欧
米
に
在
外
研
究
員
と
し
て
文
部
省

よ
り
派
遣
さ
れ
た
他
に
，
1933年

の
国
際
謬
教
育
会
議
に
も
出
席

す
る

な
ど

し
て

，
英

語
は

堪
能

で
あ

っ
た

。
彼

が
CI＆

£
（

民

間
教

育
情

報
局

）
に

提
出

し
た

と
さ

れ
る

1946年
5月

1Ei付
け

の
英

文
意

見
書

℃
eneral　

View◎
f　

EducatiOn　
for　

Hand－

icapped　
Children　

in　
Japan」

（
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
鈴
木

英
一
教
授
所
蔵
）
は
，
東
京
聾
唖
学
校
の
便
箋
に
流
暢
な
る
手
書

き
に
て
14頁

に
渡
っ
て
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
，
こ
の

英
文
意
見
書
は
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た

後
の
日
付
で
あ
る
が
，
報
告
書
の
「
特
殊
教
育
」
記
述
に
関
し
て

直
接

的
に

言
及

し
た

箇
所

は
な

い
。

18）
川

本
宇

之
介

（
1958）

『
盲

聾
教

育
八

十
年

史
（

草
案

）
毒

文

部
省

（
謄

写
届

‖
）

，
p．

282［
国

立
教

育
研

究
所

教
育

図
書

館
所

蔵
］

。

19）
金

川
義

人
・

他
訳

（
1946）

『
平

和
国

家
へ

の
道

（
米

国
教

育

使
節

団
の

報
告

）
』

民
生

書
院

，
p．

50［
国

立
教

育
研

究
所

教
育

図

書
館
所
蔵
］
。
同
年
5月

10日
付
け
発
行
で
定
価
6円

で
あ
っ
た
。

第
1セ

ン
テ
ン
ス
の
訳
に
脱
落
が
あ
る
。

20）
国

民
教

育
社

翻
訳

部
訳

（
1946）

ド
ア

メ
リ

カ
教

育
事

情
　

第

三
輯

　
合

衆
国

教
育

使
節

団
報

告
書

譲
§

民
教

育
社

，
p．

65［
国

立

教
育

研
究

所
教

育
図

書
館

所
劇

。
同

年
5月

3蝦
付

け
発

行
で

定

価
7円

70銭
で

あ
っ

た
。

21）
国
際
特
信
社
訳
（
1946）

『
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
司
令
部
公
表
　
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
（

全
文

〉
λ

同
社

，
p．

68掴
立

教
育

研
究

所
教
育
図
書
館
所
蔵
］
。
同
年
6月

5日
付
け
発
行
で
定
価
15円

で

あ
っ
た
。



鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー

研
究

年
報

　
第

4号
　

1995年
3月

75

22
）
鈴
木
清

訳
（

19
46

）
『

日
本
教

育
改

造
案

　
マ

総
司

令
官

へ
の

米
国

教
育
使
節
団
報
告
書
』
玉
川
出
版
部
，
p．

7
5［

国
立
教
育
研
究

所
教

育
図
書

館
所

蔵
］

。
同

年
6
月
3帽

付
け
発
行
で
定
価
1
5円

で

あ
っ
た
。

23
）

文
部

雀
（
194

6）
「
米
国
教
：
育
使
節
団
報
告
書
一
聯
合
国
最
高

司
令

官
に
提

出
さ

れ
た

る
～

附
　
本
報
告
に
関
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
元
帥
の
声

明
」

宮
文

部
時

報
』
第

83
4号

，
帝

国
地

方
行

政
学

会

p．
2
7。

同
年

1
1月

1
0日

付
け

発
行

で
特

別
定

価
7
円

で
あ

っ
た

。

24
）
渡
邊
彰

（
19

47
）

『
米

国
教
育

使
節

団
報

告
書

一
原

文
・

訳
文

一
訂
ヨ
黒

書
店

，
p．

4
8磁

賀
大

学
附

属
図

書
館

教
育

学
部

分
館

所

蔵
，
国
立

教
育

研
究

所
教

育
図

書
館

所
蔵

］
。

同
書

は
，

日
本

国
憲

法
発
布
の
19
4
6年

11
月
3
日
に
訳
出
を
完
了
し
，
翌
1
9
4
7年

6月

20
日
付
け
発

行
で

定
価

85
円

で
あ
っ

た
。

25
）
石
山
脩

平
（

19
50

）
「

教
育
の

機
会

均
等

」
『

ア
メ

リ
カ

教
育

使
節

団
報

告
書
要
解
』
国
民
図
書

刊
行
会
p
。
6
2。

26
）
文
部
省

調
査

局
調

査
課

（
19
52）

『
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書

一
全
一
』

p
．
2
7。

195
2年

初
版
で
，

1
959

　
年

再
版

で
あ

る
。

1946
年

の
文

部
省

「
米

国
教

育
使

節
団
報
告
書
一
聯
合
国
最
高
司
令
官
に

・
提
出
さ
れ

た
る

一
」

『
文

部
時

報
』

第
8
3
4号

の
訳

を
，

漢
字

を
2

か
所
ひ
ら

が
な

に
改

め
て

い
る

だ
け

で
，

「
設

け
な

く
て

は
な

ら
な

い
」
の
「

て
」

が
脱

落
し

て
い

る
と

こ
ろ

ま
で

同
一

で
あ

る
。

2
7）

文
部
省
（
1
958

）
『
盲
聾
教

育
八
十
年
史
』
二
葉
株
式
会
社
，

p．
1
31

。
前

掲
「

第
九

章
　

特
殊

教
育

」
の

訳
は

，
こ

の
『

盲
聾

教

育
八
十
年
史

λ
の

訳
を

下
敷

き
に

し
て

い
る

こ
と

が
分

か
る

。

2
8）

坂
本
保
富
（
19

85）
「
解
説
　
　

『
米

国
教

育
使

節
団

報
告

書
』

一
そ

の
成

立
経

緯
と

内
容

お
よ
び
特
徴
一
隅
原
典
対
訳
　
米
国
教

育
使
節
団
報
告
書
』
建
吊
社
，
p．

251。

　
第

二
次

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

の
「

序
」

は
，

ぼ
946年

に
自

分
た
ち
が
つ
く
り
あ
げ
た
諸
勧
告
事
項
の
進
歩
状
況
と
諸
結
果
を

研
究

し
」

て
，

「
さ

ら
に

細
部

の
検

討
を

要
す

る
と

い
う

教
育

問
題

だ
け

を
扱

う
」

と
述

べ
て

い
た

。

29）
文

部
省

（
1950）

「
日

本
に

お
け

る
教

育
改

革
の

進
展

一
1950

隼
8月

第
二

次
訪

日
ア

メ
リ

カ
教

育
使

節
団

に
提

出
し

た
文

部
省

報
告
書
一
」
『
文
部
時
報
』
第
880号

，
p．

19。

30）
　
同
上
書
，
　
p．

21。

31）
日

本
教

職
員

組
合

（
1950）

夢
米

国
教

育
使

節
団

へ
の

報
告

書

一
REPORT　

TO　
THE　

A］
UER正

CAN　
EDUCATION

MISSION　
TO　

JAPAN』
pp．

125－
128［

国
立
教
育
研
究
所
教

育
図
書
館
所
蔵
1。

32）
誠

文
堂

新
光

社
訳

（
1950）

『
第

二
次

米
国

教
育

使
節

団
報

告

書
』

同
社

，
p．

15［
国

立
教

育
研

究
所

教
育

図
書

館
所

蔵
］

。
同

年

10月
12日

付
け

発
行

で
定

価
60円

で
あ

っ
た

。

33）
日

本
放

送
教

育
協

会
（

1950）
『

第
二

次
米

国
教

育
使

節
団

報

告
書

』
日

本
放

送
出

版
協

会
，

pp．
15づ

6［
国

立
教

育
研

究
所

教
育

図
書
館
所
蔵
］
。
同
年
10月

15日
付
け
発
行
で
定
価
5G円

で
あ
っ
た
。

34）
前

掲
『

米
国

教
育

使
節

団
報

告
書

一
全

一
』

p．
72。

35）
「

占
領

教
育

史
研

究
に

お
い

て
大

切
な

こ
と

は
，

重
箱

の
隅

を

ほ
じ

く
る

よ
う

な
，

視
野

の
狭

い
実

証
研

究
に

な
ら

な
い

よ
う

，

常
に
全
体
の
流
れ
を
構
造
的
に
把
握
し
，
包
括
的
に
考
察
す
る
視

点
を
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
（
高

橋
史
朗
〔
1984〕

「
概
説
・
占
領
下
の
教
育
改
革
」
槻
代
の
エ
ス

プ
リ
Nα

209　
占
領
下
の
教
育
改
革
』
至
文
堂
，
p．

21）
。
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o
naパ

nt
e
gr

ati◎
n　

for　
the　

HandicapPed一

WA
T
ANA

B
E　

Akio

　
In　

the　
Rep

ort　
of　

the
　
Un

ited　
St

ates　
Ed

ucati
on　

Mis
s
ion

　
to

∫
apan　

sublnitted　
to　

the　
Supreme　

Commander　
for　

the

Allied
　

Powers
　
in　

1946　
that　

had　
a　

great　
influence　

upon　
the　

Japanese　
educational　

reform　
after　

World　
War　

II，
there

were
　

a　
few　

sent四
ces　

on　
special　

education　
as　

foll◎
ws：

　
A
ttent

ion　
sh
ould　

be　
give

n，
　
at　

ap
pro

priat
e　

l
evel

s
，
　
t
o
　
ph

ysically　
handicapped　

and　
mentally　

retarded　
children．

Separate　
classes　

or　
schools　

should　
be　

provided　
for　

the　
blin（

i　
and　

deaf　
and　

for　
other　

seriously　
handicapPe（

l　
children

wh
ose　

n
eeds　

c
an　

no
t　

be　
met　

adequ
ate

ly　
in

　
th

e　
re

g
ula

r
　
sc

h
oo亙

s．
　

Attendance　
shou］

d　
be　

g◎
verned　

by　
the　

regular

co
mpu

lso
ry

　
at

te
nda

nc
e　

l
aw
s、

The
se　

s
ent

ences
　

h
ave　

bee
n　

re
cog

nized
　

g
enera

lly
　

as
　

an
　

im
p
ortant　

factor　
to　

establish　
the　

compulsory　
specia1



＼
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76
渡
部
昭
男
：
米
国
教
育
使
節
団

報
告
書
に
お
け
る
「
特
殊
教
育
」
記
述

ed
ucation

al　
systel

n　
in　

Japan，
　

such　
as‘

Centennial　
H輌

story　
of　

Special　
Education　

in　
Japan’

published　
by　

the　
Ministry

o
f　

Educa
tion，

　
Science　

and　
Cul加

re　
in　

1978．
　

But　
I　

would　
like　

to　
evaluate　

them　
from　

a　
viewp◎

int　
of　

educational

｛
ntegration　

for　
the　

handicapPed　
in　

this　
pape

r．

The　
R
eport　

of　
the　

second　
USEMJ　

in　
1950　

that　
was　

not　
as　

influential　
as　

the　
first　

Report　
proposed　

a　
integrated

sy
stem　

as
　
follows：

　
　

Educa
tional　

oPPor
tunit

ies
　
for　

phy
sica］

ly　
a
nd　

m
ent

a］
ly　

handicapPed　
chi］

dren－
those　

thousands　
of　

ch玉
ldr四

w漉

pe
rmanent

　
or　

remedial　
defects　

must　
have　

opportunities　
to　

have　
special　

education，
　
while　

at　
the　

same　
time　

sharing

as　
far　

as　
possib▲

e　
in　

the　
regular　

school　
p
r◎

gram．
　
Special　

sch◎
ols　

should　
be　

provided　
only　

when　
institutional　

care

i
s　

neces
sary　

and　
should　

be　
operate（

玉
by　

the　
board　

of　
education．

Aseri
ous　

que
stion　

to　
ar

ise
　
is　

w
het

her　
t
he　

f
lrs

t
　
Re

po牡
actually　

recommended　
a　

separate　
system．

　
We　

have　
recently

fo
und　

o
ut　

the　
dra

ft　
of

　
th

e　
fir

st　
Repor

t　
n
a
lne

d
“
Re

port　
of　

Com面
ttee　

III　
of　

USEM－
Administration　

of　
Education

i
n　

Japan
　

a
t　

El
eme

ntary
　

a
nd　

S
ecm

dary　
Le

vels
”

in
　

Pe
arl　

Wanamaker　
Papers　

who　
was　

one　
of　

the　
members　

of　
the

fi
rst　

a
nd　

seco
nd　

U
SEMJ．

　
It

　
had　

not
ewort

hy　
s
ent

e
nce

s　
on　

special　
education　

as　
follows：

　
　
Courses　

and　
special　

work　
should　

be　
provided　

in　
the　

regular　
elem四

tary，
　
midd▲

e　
and　

higher　
sch◎

01s　
for　

physically

a
nd　

me
ntally　

handi
cappe

d　
c
hildr

en、
　
Thei

r　
a
t
ten

d
anc

e
　
at　

these　
schools　

should　
be　

governed　
by　

the　
regular　

compul・

sory
　
attend

ance　
laws．

　
Specia］

schools　
should　

be　
provided　

for　
the　

blind　
and　

the　
deaf．

／
Provision　

sh◎
uld　

be　
made

fo
r　

eas
y　

trans
fer　

o
f　

pup
ils

　
from

　
on

e　
cou

rse
　
to　

a
no由

er　
or　

fr◎
m皿

e　
type　

of　
school　

to　
another　

with　
the頭

nimum

lOSS　
Or　

inCOnVenienCe　
tO　

the　
pUpilS．

Ican　
conc1磁

e　
th
at　

th
e　

f
i蹴

Rep
◎
rt

　
also

　
ha

d
　
se

v
era

］
aspects　

of　
educationa］

i蹴
egration：

（
1）

i
tμ

opose
d　

an
　
inte

gra
l　

com
pul

sory　
edu

cati
o
nal

　
sys

tem　
g◎

verned　
by　

the　
regular　

compulsory　
attendance　

laws；

（
2）

i
t　

desin
ged　

a
　
sing

le　
ladde

r　
s
ystem

　
of

　
six

－
yea

r　
elementary　

leveけ
hree－

year　
lower　

secondary　
leveFthree－

year

c
omprehe

nsive　
u
pPer　

secon
dar

y　
lev

el，
　
incl

udl
n
g　

s
p
eci

al　
education：

（
3）

and　
p
roperly　

speaking，
　

it　
rec◎

gnized　
that　

an　
in

tegrated　
system　

was　
desirable　

and　
special　

schools　
were　

provided

limitedly．

Bu
t　

an　
unsolve

d　
que

sti
on　

is
　
wh

y　
the

　
wo

rd‘
s
e
par

a
te，

，
　

because　
of　

that　
the　

first　
Report　

has　
been　

historically

m
isun

deτ
stoo

d　
a
s　

t
he　

r
ec◎

mmen
dat

ion　
of　

sep
a
rat

e
　

e
ducational　

system　
for　

the　
disabled，

　
was　

final玉
y　

adopted

instead　
of‘

speciaΨ
．


